
毛呂山町役場　会計課

令和6年9月1日施行

№ 質　問 回　答

1
請求書の押印を省略できるのはい

つからですか。

令和６年９月１日以降に発行するものが対象になりま

す。

2
押印を省略する場合の請求書の記

載方法を教えてください。

従来の請求書記載内容に加えて、発行責任者及び担当者

の欄を設け、役職（所属）・氏名及び連絡先（電話番

号）を必ず記載してください。

3
なぜ発行責任者や連絡先などを記

載する必要があるのですか。

押印を省略した場合の、請求書の真正性を証明する手段

を確保するためです。

請求書の内容で不明な点があった場合等、必要に応じて

担当部署や会計課から連絡させていただく場合がありま

す。

4 発行責任者とは誰ですか。

発行責任者は、代表取締役⼜は⽀店⻑といった社内にお

いて権限委任を受けた役職者等、請求書の発行部門の⻑

などがあげられますが、役職に関わらず、請求書等を発

行するにあたり責任を有する方のことです。

5 担当者とは誰ですか。

担当者は請求書の事務を担当する方のことです。

必要に応じ、担当部署から請求書の内容について確認の

連絡をすることがあります。

6

代表者、発行責任者及び担当者が

すべて同じ場合（１人で事業所等

を経営している場合等）は、発行

責任者と担当者はどのように記載

すればよいですか。

代表者の住所、職名、氏名等（法人にあっては、法人名

及び代表者の職名・氏名等）は必ず記載してください。

加えて連絡先（電話番号）を追記してください。

発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先（電話番号）

は、同上と記載するなど、同一であることがわかるよう

に記載してください。

■押印を省略する請求書の記載方法

請求書の押印省略に関する Ｑ＆Ａ【事業者用】

■押印省略の開始日
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7

発行責任者と担当者が同じ場合

は、どのように記載すればよいで

すか。

「発行責任者及び担当者」として役職・氏名及び連絡先

（電話番号）を記載するか、発行責任者の役職・氏名及

び連絡先（電話番号）を記載し、担当者は同上と記載す

るなど、同一であることがわかるように記載してくださ

い。

8

発行責任者及び担当者の記載は、

苗字のみの記載や押印でもよいで

すか。

氏名（姓名）の記載が必要です。

9
発行責任者及び担当者の記載は、

手書きでもよいですか。

手書きでも構いませんが、鉛筆や消せる筆記用具での記

載は認められません。

10

⽀店や営業所が発行する場合、⽀

店名や営業所名の記載は必要です

か。

記載が必要です。

11
法人の代表者の氏名等も省略可能

ですか。

今回の改正は、押印を省略する場合に、発行責任者及び

担当者の氏名および連絡先を追記して記載していただく

ものなので、その他の記載事項の省略はできません。

12
押印を省略できるのはどのような

印ですか。

押印を省略できるのは、会社印、代表者印、担当者印等

の全ての印です。

13
連絡先は携帯電話でもよいです

か。

特段の事情がない限り、固定電話番号としてください。

ただし、固定電話を設置していない場合は、携帯電話番

号でも構いません。

個人の場合は連絡のとりやすい電話番号を記載してくだ

さい。

14
連絡先はメールアドレスでもよい

ですか。

請求書等に不明な点があった場合に直接連絡をする必要

があることから、電話番号を記載してください。

ただし、電話での対応が困難である場合は、FAX番号や

電子メールアドレスを記載してください。

■発行責任者、担当者等の連絡先について
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15
電子メールで請求書を提出しても

よいですか。

電子メールによる提出が可能です。

・担当部署の代表メールアドレスへ送信してください。

・電子メールの件名の先頭に【請求書送付】と記載して

ください。

・添付する請求書データは改ざん防止のためＰＤＦ形式

とし、正当な請求書の要件等が鮮明に読み取れるものと

してください。

※町立小学校及び中学校については、当面の間メールで

の受付ができません。郵送や持参での提出をお願いしま

す。

16
ＦＡＸで請求書を提出してもよい

ですか。
文字が不明瞭となるため、FAXでの提出はできません。

17
請求書は電子メールで提出しなけ

ればならないのですか。

今回の改正は、電子メールによる提出を可能とするもの

であり、従来どおり郵送や持参による提出も可能です。

18

押印を省略した請求書は、電子

メールで提出しなければならない

のですか。

押印を省略した場合でも、従来どおり郵送や持参による

提出が可能です。

19

押印を省略した請求書に訂正箇所

がある場合は、どのような対応に

なりますか。

押印を省略した請求書には訂正印は使えません。

お手数ですが、訂正後の請求書を差し替えて再提出をお

願いします。

訂正印で訂正する場合は、押印を省略しない請求書とし

て代表者印等を押印していただき、同一の印で訂正箇所

へ押印してください。

20
押印した請求書を、電子メールで

提出してもよいですか。

可能です。送信する際は№15を参照してください。

なお、発行責任者や連絡先などを記載する必要はありま

せん。

■その他

■押印を省略する請求書の提出方法
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21

従来どおり、請求書に押印し、郵

送や持参により提出してもよいで

すか。

押印された請求書の取扱いに変更はありません。

22
押印が省略できる提出書類は、請

求書だけですか。

以下のものは、今回の改正の対象ではありませんのでご

注意ください。

・請求書であっても国や県の法令等の規定により押印や

書面により提出を求めているもの。

・請求書以外のもの。（入札書、委任状、見積書、領収

書等）
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